
そ
　
の
　
他

広告募集中
※既に広告枠が埋まっている場合が　　
　　あります。

　詳しくはこちらから→

里
親
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　
使
用
済
み
の
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
（
農
業

用
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
フ
ィ
ル
ム
、
農
業
用
ポ
リ
エ
チ

レ
ン
フ
ィ
ル
ム
な
ど
）
は
、
法
律
に
よ
り
適
正
に

処
理
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

に
違
反
し
た
場
合
は
罰
則
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
野
焼
き
や
無
許
可
業
者
に
処
理
を
委
託

す
る
の
も
同
様
で
す
。
使
用
済
み
の
農
業
用
廃
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
を
処
分
す
る
際
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス

ト
の
交
付
を
受
け
る
な
ど
、
許
可
証
を
確
認
し
た

処
分
業
者
に
委
託
の
上
、
適
正
処
理
を
行
う
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
当
町
で
は
年
に
一
回
、

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
リ
サ
イ
ク
ル
回
収
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
役
場
農
業
政
策
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

問
農
業
政
策
課　
農
業
振
興
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
4
3
5
）　

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
適
正
に

処
理
し
ま
し
ょ
う
！

相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か

▼
試
験
日　
９
月
20
日
㈰

▼
試
験
会
場　
龍
ケ
崎
消
防
署

▼
職
種　
消
防
吏
員
（
地
方
公
務
員
）

▼
採
用
予
定
人
数　
５
名
程
度

▼
採
用
期
日　
令
和
９
年
４
月
１
日

▼
受
付
期
間　
７
月
21
日
㈫
～
８
月
７
日
㈮

▼
受
付
場
所　
龍
ケ
崎
市
３
５
７
１
番
地
の
１

問
稲
敷
広
域
消
防
本
部　
総
務
課

　
☎
0
2
9
7
︲
64
︲
3
7
4
3

※��

詳
細
は
消
防
本
部
総
務
課
ま
で

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
稲
敷
広
域
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し

て
い
ま
す
。

稲
敷
広
域
消
防
職
員
募
集

地
域
ク
ラ
ブ
活
動

「
す
ぽ
か
る
と
ね
」
指
導
者
募
集

　
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
「
す
ぽ
か
る
と
ね
」
事
務
局

で
は
、
さ
ら
な
る
内
容
の
充
実
に
向
け
て
、
引
き

続
き
指
導
者
の
方
を
募
っ
て
お
り
ま
す
。

　
ス
ポ
ー
ツ
指
導
歴
が
あ
る
方
や
、
お
知
り
合
い

に
ス
ポ
ー
ツ
指
導
が
可
能
な
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
生
涯
学
習
課　
社
会
体
育
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１　
（
内
線
４
２
３
）

県
立
農
業
大
学
校
令
和
９
年
度

入
学
生
募
集

　
農
学
科
、
畜
産
学
科
、
園
芸
学
科
、
研
究
科
の

学
生
を
募
集
し
ま
す
。
入
学
後
、
農
学
科
は
普
通

作
・
露
地
野
菜
・
果
樹
、
園
芸
学
科
は
施
設
野
菜
・

花
き
の
各
コ
ー
ス
に
分
か
れ
ま
す
。
各
学
科
の
受

験
資
格
、
募
集
人
員
や
入
試
日
程
な
ど
は
県
立
農

業
大
学
校
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
☎
0
2
9
︲
2
9
2
︲
0
0
1
0

　
令
和
8
年
度
よ
り
、
保
護
者
の
就
労
要
件
を
問

わ
ず
生
後
６
カ
月
～
満
３
歳
未
満
の
未
就
園
児
な

ら
誰
で
も
月
１０
時
間
ま
で
保
育
所
な
ど
を
利
用
で

き
る
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」
が
は
じ
ま
り

ま
し
た
。

▼
対
象
児
童
（
以
下
の
全
て
を
満
た
す
児
童
）	

・�

生
後
６
カ
月
～
満
３
歳
未
満
の
児
童
（
３
歳
の

誕
生
日
の
前
々
日
ま
で
）

・
保
育
所
な
ど
に
通
っ
て
い
な
い
児
童（
幼
稚
園
、

認
定
こ
ど
も
園
、
保
育
所
、
事
業
所
内
保
育

所
な
ど
）

▼
利
用
上
限	

	
	

児
童
１
人
に
つ
き
「
月
１０
時
間
ま
で
」

（
未
利
用
の
時
間
が
あ
っ
て
も
翌
月
に
繰
り
越

し
な
ど
は
で
き
ま
せ
ん
）	

	

▼
利
用
料
金	

	
	

	

　
１
時
間　
２
０
０
円	

	
	

　
（
給
食
を
利
用
す
る
場
合
は
別
途
2
0
0
円
）

▼
利
用
時
間	

	
	

	

　
月
曜
日
～
金
曜
日　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

（
年
末
年
始
、
お
盆
、
年
度
末
年
度
初
め
、
園
の

特
別
な
行
事
、
土
日
祝
日
は
休
園
と
な
り
ま
す
）

▼
実
施
場
所

　
東
文
間
保
育
園　
（
余
裕
活
用
型
で
実
施
）

　
茨
城
県
北
相
馬
郡
利
根
町
立
木
1
3
8
6	

　
☎
０
２
９
７
︲
68
︲
２
３
０
３

※�

保
育
園
で
各
年
齢
の
利
用
定
員
に
空
き
が
あ
る

場
合
に
限
り
利
用
で
き
ま
す
。	

▼
ご
利
用
の
流
れ	

①
利
根
町
役
場
に
て
事
前
登
録
申
請	

②�

役
場
か
ら
の
ア
カ
ウ
ン
ト
発
行
後
、
児
童
情
報

の
登
録	

	

③�

東
文
間
保
育
園
と
初
回
面
談
の
予
約
、
面
談
の

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度

（
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
）

実
施	

	
	

	

④
日
程
調
整
、
利
用
予
約
を
行
う
。	

問
子
育
て
支
援
課　
子
ど
も
福
祉
係　

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
４
２
）

　
暑
い
夏
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
熱
中
症
は
、
屋

外
だ
け
で
な
く
室
内
で
何
も
し
て
い
な
い
と
き
で

も
発
症
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
死
亡
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
熱
中
症
は
予
防
法
を
知
れ
ば
防
ぐ
こ

と
が
可
能
で
す
。
熱
中
症
を
防
ぐ
4
つ
の
ポ
イ
ン

ト
を
紹
介
し
ま
す
！

①�

の
ど
が
渇
い
て
い
な
く
て
も
、
こ
ま
め
に
水
分

補
給
し
ま
し
ょ
う
。

②
エ
ア
コ
ン・扇
風
機
を
適
切
に
使
い
ま
し
ょ
う
。

③�

熱
中
症
警
戒
ア
ラ
ー
ト
発
令
中
は
外
出
を
で
き

る
だ
け
控
え
、
暑
さ
を
避
け
ま
し
ょ
う
。

④�

熱
中
症
の
リ
ス
ク
が
高
い
方
へ
の
声
か
け
、
見

守
り
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
4
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
し
、
楽
し
い
夏
を
過

ご
し
て
く
だ
さ
い
！

問
稲
敷
広
域
消
防
本
部　
救
急
課

　
☎
0
2
9
7
︲
64
︲
3
8
4
6

熱
中
症
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

凡例＝問問い合わせ /　申し込み

不
妊
治
療
費
用
助
成

　
町
で
は
、
不
妊
に
悩
む
夫
婦
の
経
済
的
負
担
の

軽
減
を
目
的
と
し
て
、
不
妊
治
療
に
要
す
る
費
用

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　
補
助
の
対
象
と
な
る
治
療
や
要
件
な
ど
、
詳
し

く
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
役
場
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル
内
の
情
報
ス
タ

ン
ド
お
よ
び
子
育
て
支
援
課
窓
口
に
も
チ
ラ
シ
を

設
置
し
て
い
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
課　
母
子
保
健
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
1
4
7
）

▼�

道
路
上
に
は
み
出
し
た
草
木
な
ど
の
適
切
な
管

理
に
つ
い
て

　
私
有
地
か
ら
草
木
な
ど
が
道
路
や
歩
道
に
は
み

出
し
て
い
る
と
、
道
幅
が
狭
く
な
り
、
通
行
の
妨

げ
に
な
る
と
と
も
に
、
歩
行
者
や
車
両
を
巻
き
込

む
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。　

　
私
有
地
か
ら
道
路
上
に
は
み
出
し
た
草
木
の
所

有
権
は
、
そ
の
土
地
の
所
有
者
に
あ
る
た
め
、
町

で
伐
採
や
剪
定
な
ど
の
対
応
を
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。（
民
法
2
3
3
条
）

道
路
の
維
持
管
理
に
つ
い
て

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

「
里
親
制
度
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に
よ
り
親

元
か
ら
離
れ
て
暮
ら
す
こ
ど
も
た
ち
を
自
分
の
家

庭
に
迎
え
入
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
受
け
な
が

ら
育
て
る
制
度
で
す
。
関
心
の
あ
る
方
の
申
し
込

み
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

第
１
回

▼
日
時　
７
月
26
日
㈰
午
後
２
時
～
４
時

▼
場
所　

�

つ
く
ば
同
仁
会
子
ど
も
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
（
つ
く
ば
市
高
崎
８
０
２
‐
１
）

第
２
回

▼
日
時　
８
月
23
日
㈰
午
前
10
時
～
正
午

▼
場
所　
茨
城
育
成
園

　
　
　
　
（
筑
西
市
茂
田
１
７
３
５
‐
１
）

　
私
有
地
か
ら
は
み
出
し
た
草
木
な
ど
が
原
因
で

事
故
な
ど
が
発
生
し
た
場
合
は
、
そ
の
所
有
者
の

方
が
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。（
民
法

7
1
7
条
）  

　
生
活
道
路
に
通
行
の
支
障
が
出
な
い
よ
う
に
、
地

域
の
皆
さ
ん
に
草
刈
り
作
業
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼�

道
路
の
「
集
水
ま
す
」
や
「
側
溝
」
の
清
掃
に

つ
い
て

　
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
短
時
間
に
大
雨
が
降
る
こ

と
が
多
く
、
道
路
の
冠
水
が
し
ば
し
ば
発
生
し
て

い
ま
す
。
そ
の
原
因
の
多
く
は
、
落
ち
葉
や
ご
み
、

汚
土
な
ど
が「
集
水
ま
す
」や「
側
溝
」に
溜
ま
り
、

本
来
の
排
水
機
能
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

よ
り
ま
す
。

　
町
で
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
や
要
望
に
基
づ
き
、
清

掃
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
道
路
の
冠
水
を
未
然

に
防
ぐ
た
め
に
、「
集
水
ま
す
」
や
「
側
溝
」
に
溜

ま
っ
た
落
ち
葉
や
ご
み
、
汚
土
な
ど
の
清
掃
に
つ

い
て
も
、
地
域
の
皆
さ
ん
に
無
理
の
な
い
範
囲
で

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
建
設
課　
管
理
用
地
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
2
2
3
）

2425 令和 8年 7月（No.748）令和 8年 7月（No.748）

　
令
和
6
年
4
月
1
日
か
ら
、
相
続
登
記
の
申
請

が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

　
相
続
に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ

た
日
か
ら
3
年
以
内
に
相
続
登
記
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
令
和
6
年
4
月
1
日
よ
り
前
に
発
生
し

た
相
続
も
対
象
と
な
り
、
令
和
9
年
3
月
31
日
ま

で
に
相
続
登
記
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
農
地
を
相
続
し
た
方
で
、
ま
だ
登
記
が
お
済
み

で
な
い
場
合
は
、
早
め
に
法
務
局
で
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
相
続
登
記
を
し
な
い
と

・
不
動
産
の
売
却
や
手
続
き
が
難
し
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

・
正
当
な
理
由
な
く
申
請
を
怠
る
と
、
10
万
円
以

下
の
過
料
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
水
戸
地
方
法
務
局 

龍
ケ
崎
支
局

　
☎
0
2
9
7
︲
62
︲
0
2
2
5

問
利
根
町
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
68
‐
２
２
１
1
（
内
線
4
3
6
）

いばらき里親 navi
説明会申し込みフォーム

第
３
回

▼
日
時　
10
月
７
日
㈬
午
前
10
時
～
正
午

▼
場
所　
牛
久
市
保
健
セ
ン
タ
ー
保
健
指
導
室　

　
　
　
　
（
牛
久
市
中
央
３
‐
15
‐
１
）

▼
定
員　
各
回
10
名
程
度

▼
費
用　
無
料

▼
申
込
期
限　
各
回
の
開
催
１
週
間
前

問

茨
城
県
民
間
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ

　
機
関
つ
く
ば
香
風
寮

　
☎
０
８
０
‐
８
４
３
４
‐
３
３
２
９

　
E
メ
ー
ル

　

fostercare.recruit@
gm

ail.com


